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Q₁ 「協会けんぽ」とは？
　「協会けんぽ」という組織について，現在，健康保険の運営はど

のようになっているのか教えてください。

Ａ 　現行の健康保険法に基づく適用業務，保険給付および保険料の徴収等
の運営を行っている保険者は，全国健康保険協会（全国健康保険協会管

掌健康保険）と健康保険組合（組合管掌健康保険）です。
　健康保険組合については後述しますので，ここでの説明は省きます。
　法律改正により，平成20年10月に，従前の政府管掌健康保険が全国健康保険
協会（以下「協会けんぽ」という）に改変されました。
　協会けんぼの組織は，東京都に本部，各都道府県に₁つずつ支部が置かれて
おります。本部には運営委員会，支部には評議会が設置され，事業主および被
保険者の意見に基づく自主自立の運営が行われています。
　保険給付や保健事業の内容については，法律改正以前と同様ですが，各種の
申請書および届出書の提出先が，次のようになっています。
　〈協会けんぽの都道府県支部に提出〉
　・保険給付関係（各種保険給付の申請書）
　・任意継続被保険者関係（資格得喪申出書・被扶養者届・住所変更届等）
　・被保険者証再交付申請書
　・高齢受給者証再交付申請書

₁ 事業所の適用等
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　・保健事業関係（特定健康診査等）
　・福祉事業関係
　〈日本年金機構の年金事務所に提出〉
　・事業所関係（新規適用届・事業所関係変更届等）
　・�被保険者資格関係（資格取得届・資格喪失届・被扶養者（異動）届・報酬

月額変更届・報酬月額算定基礎届・賞与支払届等）
　・事業所の保険料納付関係（保険料口座振替納付（変更）申出書）
　保険料計算をするための保険料率については，支部被保険者（各支部の都道
府県に所在する適用事業所に使用される被保険者および当該都道府県に居住す
る任意継続被保険者）を単位に決められます。そのうち一般保険料率は，1000
分の30から1000分の130までの範囲で都道府県単位保険料率として協会が決定
します。
　なお，詳細については，管轄の日本年金機構の年金事務所（以下「年金事務
所」という）および協会けんぽの都道府県支部にお問い合わせください。

　

Q₂ 厚生年金保険には加入せず，健康保険のみの加入は
可能か？
　健康保険だけ適用を受け，厚生年金保険に入らないことができま

すか。

Ａ 　事業所の強制適用事業所については健保法第₃条第₃項に，厚年法に
は第₆条第₁項に，また任意適用事業所については健保法第31条，厚年

法第₆条第₃項に表現の仕方に違いはありますがそれぞれ同じ内容の規定があ
り，その事業所に使用される者を被保険者とする旨定めています。
　しかしながら，任意適用事業所は従業員の₂分の₁以上の同意と厚生労働大
臣の認可（日本年金機構に委任）により適用されるものでありますから，健康保
険の適用事業所となることを希望するが厚生年金保険の適用を希望しないこと

₁ 事業所の適用等
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も，またはその逆についても選択ができます。したがって，理論的には健康保
険の被保険者であるが厚生年金保険の被保険者でないということもあり得ます。
　ところで国民は何らかの公的医療保険制度と公的年金制度に加入しなければ
ならないことになっていますので，原則として健康保険と厚生年金保険には一
緒に加入することとされます。ただ当該事業所が国民健康保険組合に加入して
いるときは健保法の適用除外となりますので，特例的に厚生年金保険のみ適用
する場合があります。
　また，健保法第₃条第₃項の適用事業所については，原則として片方のみの
適用はあり得ないことであり，健康保険の適用を受ける被保険者は厚生年金保
険の適用を受ける被保険者（厚生労働省令で定める要件に該当する「70歳以上
の使用される者」を含む）でもあるわけです（例外として厚生年金保険では，
適用事業所以外の事業所に使用される者が事業主の同意を得て被保険者になれ
る道が開かれております。これを任意単独被保険者といいます）。
　なお，₂分の₁以上の従業員が健康保険の任意適用を希望していても，事業
主が任意適用について申請しない限り（労災保険の場合は過半数，雇用保険で
は₂分の₁以上の従業員の希望があると事業主に申請義務があります），適用
を受けられないので，このような事情にあっては，事業主の理解と協力が必要
でしょう。

　

Q₃ 本社と支社を一括適用とすることができるか？
　東京に本社がありますが，埼玉県，千葉県など近県に支店や出張

所を有しております。健康保険は本社でまとめて₁つの適用事業所

としてよろしいでしょうか。

Ａ 　健康保険では事業所（事務所・工場・事業場・店舗など）を単位とし
て適用することになっています（昭和18年₄月保発905）。しかもその事

業所では一定の事業が行われる場所であるという前提にたっています。すなわ
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